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Agenda

１．法改正の背景について

➢ 少子高齢化の進行と労働力人口の減少

➢ 団塊の世代の一斉退職と2007年問題
➢ 年金支給開始年齢の段階的引上げ

➢ 高年齢者の厳しい雇用失業情勢

２．改正高年齢者雇用安定法について
➢ 高年齢者雇用確保措置の義務化

➢ 高年齢者の再就職の促進
➢ シルバー人材センター関係

３．その他
➢ 法改正に関するお問合せ・ご相談

➢ 質疑応答



3

１．法改正の背景
～高年齢者雇用を取り巻く厳しい環境～



4

我が国の人口・高齢化率の推移
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※ 人口ピーク（2006年）：127,741千人

18,505

86,380

22,041

16,197

32,772

14,085

72,325

34,726

17.4%

28.7%

26%

高齢化率

77,296

（資料出所） 2000年までは総務省統計局「国勢調査」、2005年以降は国立社会保障・人口問題研究所
「日本の将来推計人口（平成14年１月推計）中位推計」

※高齢化率＝全人口に占める６５歳以上人口の割合

１．法改正の背景
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6,642

6,237

6,535

5,597

6,109

960

4,292

1,389

1,079

4,070

1,089

1,133

4,232

1,170

1,002

3,624

971

1,077

3,933

1,100

約410万
人減

約110万
人減

約1,050万
人減

約530万
人減

仕事と家庭の両立支援
（女性への就業支援）
→約１７０万人増
（うち女性１３０万人増）

若者への就業支援
→約８０万人増

高齢者への就業支援
→約５０万人増

仕事と家庭の両立支援
（女性への就業支援）
→約３１０万人増
（うち女性２７０万人増）

若者への就業支援
→約１３０万人増

高齢者への就業支援
→約７０万人増

各種対策により
約３００万人増

各種対策により
約５１０万人増

（総人口 12,769万人） （総人口 12,627万人） （総人口 11,758万人）

６０歳
以上

３０歳～
５９歳

１５歳～
２９歳

労働市場への参加
が進まないケース

労働市場への参加
が進むケース

労働市場への参加
が進まないケース

労働市場への参加
が進むケース

２０１５年 ２０３０年２００４年
（資料出所）総人口については、２００４年は総務省「人口推計」、２０１５年、２０３０年は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」による。

労働力人口については、２００４年は総務省統計局「労働力調査」、２０１５年、２０３０年は厚生労働省職業安定局推計（２００５年７月）による。

労働力人口推移の見込み～二つのシナリオ～
１．法改正の背景
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団塊の世代の高齢化と2007年問題

団塊の世代が２００７年から２００９年にかけ一斉に６０歳定年に到達

➢ 企業における労働力の支え手の急速な減少
➢ 熟練した技術者やベテランのノウハウの喪失
➢ 高年齢失業者の増加の恐れ

２００７年問題

競争力の低下を防ぐために･･･

高年齢者を積極的に活用して

➢ 熟練社員から若者への技能
伝承

➢ 熟練労働力の確保

を図っていく必要性

団塊の世代の高齢化
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（万人）

団塊の世代（1947年～1949年生まれ）

2007年

2012年

約６４６万人

約６６９万人

（出典）国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成１４年１月推計）」

１．法改正の背景
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企業における高齢者雇用の概況
１．法改正の背景

（出典）厚生労働省「雇用管理調査」「就労条件総合調査」
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一律定年制を定めている企業における
定年年齢６０歳以上の企業の割合
少なくとも６５歳まで働ける場を確保する企業

原則として希望者全員を対象とする企業

％

H13.4.1（施行）

年金（定額部分）支給

開始年齢引上げ

６０歳→６１歳

H12.10.1（施行）

６５歳までの雇用確保

努力義務化

H10.4.1（施行）

６０歳定年

義務化

S61.10.1（施行）

６０歳定年

努力義務化

H6.6.17（公布）

６０歳定年

義務化
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厚生年金の支給開始年齢の引上げ

特別支給の老齢厚生年金（報酬比例部分）

特別支給の老齢厚生年金（定額部分）

老齢厚生年金
（報酬比例年金）

老齢基礎年金

60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳

2025年４月
報酬比例部分引上完了

2013年４月
定額部分引上完了

2001年４月
定額部分引上開始

2013年４月
報酬比例部分
引上開始

○年金制度改革により厚生年金の支給開始年齢が段階的に引上げ

年金支給と雇用との接続が課題
当面は定額部分の
引上げに対応が必要

１．法改正の背景

2004年４月 2007年４月 2010年４月

2016年４月 2019年４月 2022年４月
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厳しい高年齢者の雇用失業情勢

こうした状況から、高年齢者の６０歳以降の雇用機会は限定的で、一旦離職
すると再就職が困難であり、高年齢者の雇用機会の確保に加え、再就職の
促進が喫緊の課題と考えられる

年齢階級別・男女別雇用失業情勢（平成17年12月）

（資料出所）総務省統計局「労働力調査」、厚生労働省「職業安定業務統計」
（注）１．完全失業率の年齢計は季節調整値。その他は原数値。

２．有効求人倍率の年齢計は季節調整値。その他は臨時・季節を除く原数値。

１．法改正の背景

（％、倍）

完全失業率
（男女計）

4.4 7.6 5.2 3.3 2.9 3.0 4.9

完全失業率
（男）

4.5 8.6 5.0 3.3 3.1 3.5 6.1

完全失業率
（女）

4.3 6.7 5.4 3.3 2.6 2.2 3.5

有効求人倍率
（男女計）

1.00 1.78 0.98 1.23 0.84 0.45 0.55

45～54歳 55～59歳 60～64歳年齢計 15～24歳 25～34歳 35～44歳
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各国との比較
１．法改正の背景

50～54歳 55～59歳 60～64歳 65歳以上

男 96.3 93.8 71.2 31.1
女 67.7 58.1 39.2 13.2
男 86.5 78.0 57.6 17.9
女 74.0 63.8 44.1 9.8
男 85.5 76.1 50.8 7.9
女 74.3 59.6 28.5 3.7
男 90.1 69.3 17.3 1.8
女 74.6 53.3 15.1 1.0
男 90.3 78.0 34.0 4.4
女 73.8 58.2 16.4 1.8
男 88.4 83.9 60.1 －
女 85.6 79.0 53.4 －

日本 2002

アメリカ 2002

イギリス 2002

スウェーデン 2002

フランス 2002

ドイツ 2002

各国の労働力率

（資料出所） ILO. Year Book of Labour Statistics.
日本は総務省「労働力調査」（2002年）

労働力率 ：１５歳以上人口に占める労働力人口の割合
労働力人口：日 本→就業者と完全失業者の合計

アメリカ→労働力から軍人を除く
そ の 他→就業者と失業者の合計

世界的に見ても、日本の高齢者
は就労意欲が旺盛！
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２．高年齢者雇用安定法の改正
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高年齢者雇用安定法改正

２００４年６月

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律を一部改正する法律が成立
※ 施行については、２００４年１２月、２００５年４月、２００６年４月の 三段階にわたって実施

○ 労働政策審議会

職業安定分科会雇用対策基本問題部会において、高年齢者雇用対策の方向性に
ついて検討

➢ 企業の実態に合わせ、労使が工夫を凝らして意欲と能力のある限
り６５歳までは働き続けることができる環境の実現
（あわせて労使で人事・賃金制度や働き方について十分に検討し、見直しに取り組む）

➢ 中高年齢者が再就職しやすい環境の整備
（企業におけるキャリア形成支援、年齢制限是正、職務経歴書の作成）

公・労・使
で合意！

労働政策審議会の建議をもとに法案作成
建
議

➢ 高年齢者個々の意欲や体力、多様化する雇用・就業ニーズに対応した
雇用・就業機会の確保
（短時間勤務の導入やシルバー人材センターの活用）

２．高年齢者雇用安定法の改正
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改正高年齢者雇用安定法の概要
２．高年齢者雇用安定法の改正

意欲と能力のある限り働き続けることのできる社会の実現

企業における
６５歳までの雇用機会の確保

高年齢者が再就職しやすい
環境の整備

高年齢者の
多様な就業機会の確保

高年齢者雇用確保措置の実施義務化

シルバー人材センターの一般労働者派遣事業の
事業開始に係る特例を創設

求職活動支援書の作成・交付を義務化し、
事業主が高年齢者のキャリアの棚卸しを
支援することにより再就職を促進

募集・採用時の年齢制限に係る
理由の提示を義務化し、
再就職機会を確保
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高年齢者雇用確保措置の実施義務化

○ 定年年齢の引上げ

○ 継続雇用制度の導入

○ 定年の定めの廃止

定年の定めをしている事業主が当該
定年年齢を６５歳まで引上げ

再雇用制度及び勤務延長制度により
６５歳までの雇用を確保
（定年年齢自体は据置）

定年制度を廃止する
（年齢を理由とした労働契約の終了を行わない）

高年齢者雇用確保措置

２００６年４月以降
これらのいずれかの措置
の実施を義務化

一律的に定年の引上げを義務化せず、各企業において
経営や労使慣行の実態により、最も適切な制度を選択

☆法の趣旨 意欲と能力のある高年齢者が６５歳

まで働き続けることのできる安定した
雇用機会を確保すること

２．高年齢者雇用安定法の改正
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義務化年齢の段階的引上げ①

高年齢者雇用確保措置の義務化年齢は･･･

年金支給開始年齢の引上げに合わせて、６２歳から６５歳まで段階的に引上げ

２．高年齢者雇用安定法の改正

６５歳

６４歳

６３歳

６２歳

２００６ ２００７ ２００８ ２００９ ２０１０ ２０１１ ２０１２ ２０１３
平成１８ 平成１９ 平成２０ 平成２１ 平成２２ 平成２３ 平成２４ 平成２５

年度

義
務
年
齢

この間は、
６３歳までの
雇用確保措置
が必要
→６３歳未満の年齢
を理由として、退職
させることは不可

この間は、
６４歳までの
雇用確保措置
が必要
→６４歳未満の年齢
を理由として、退職
させることは不可

2013年4月1日以降は、
６５歳までの
雇用確保措置
が必要
→６５歳未満の年齢
を理由として、退職
させることは不可

この間は、
６２歳までの
雇用確保措置
が必要
→６２歳未満の年齢
を理由として、退職
させることは不可

例えば、平成18年度に60歳になる人は、継続雇用開始時の義務化年齢は62歳となりますが、62歳に到達する
平成20年度には既に義務化年齢が63歳となっているため、実際には63歳までの雇用が必要となります。
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６０歳定年企業において
継続雇用制度を導入の場合

定年到達前 継続雇用制度の適用

注）継続雇用終了については、最低限義務化年齢到達日までの雇用が必要。

２００６年度 ２００７年度 ２００８年度 ２００９年度 ２０１０年度 ２０１１年度 ２０１２年度 ２０１３年度 ２０１４年度 ２０１５年度
法定義務化年齢 ６２歳 ６３歳 ６３歳 ６３歳 ６４歳 ６４歳 ６４歳 ６５歳 ６５歳 ６５歳

年齢 ６０歳 ６１歳 ６２歳 ６３歳 ６４歳 ６５歳 ６６歳 ６７歳 ６８歳 ６９歳

2006.4.1～2007.3.31
に

６０歳定年を迎える
労働者

【1946(S21)年度に
生まれた方】

年齢 ５９歳 ６０歳 ６１歳 ６２歳 ６３歳 ６４歳 ６５歳 ６６歳 ６７歳 ６８歳

2007.4.1～2008.3.31
に

６０歳定年を迎える
労働者

【1947(S22)年度に
生まれた方】

・
・
・

年齢 ５７歳 ５８歳 ５９歳 ６０歳 ６１歳 ６２歳 ６３歳 ６４歳 ６５歳 ６６歳

2009.4.1～2010.3.31
に

６０歳定年を迎える
労働者

【1949(S24)年度に
生まれた方】

62歳
義務

63歳
義務

63歳
義務

64歳
義務

63歳
義務

64歳
義務

65歳
義務

定年

定年

定年

継続雇用
終了

継続雇用
終了

継続雇用
終了

義務化年齢の段階的引上げ②
２．高年齢者雇用安定法の改正

段階的引上げのイメージ図
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６５歳

６４歳

６３歳

６２歳

６１歳

６０歳定年
1945（S20）年

度
生まれ

1946（S21)年度
生まれ

1947（S22)年度
生まれ

1948（S23)年度
生まれ

1949（S24)年度
生まれ

1950（S25)年度
生まれ

1951（S26)年度
生まれ

1952（S27)年度
生まれ

1953（S28)年度
生まれ

1954（S29)年度
生まれ

1955（S30)年度
生まれ

2005年度
（Ｈ１７）

2006年度
（Ｈ１８）

2007年度
（Ｈ１９）

2008年度
（Ｈ２０）

2009年度
（Ｈ２１）

2010年度
（Ｈ２２）

2011年度
（Ｈ２３）

2012年度
（Ｈ２４）

2013年度
（Ｈ２５）

2014年度
（Ｈ２６）

2015年度
（Ｈ２７）

６１歳

６２歳

６３歳

６１歳

６２歳

６３歳

６４歳

６１歳

６２歳

６３歳

６４歳

６１歳

６２歳

６３歳

６４歳

６５歳

６１歳

６２歳

６３歳

６４歳

６５歳

２００６（Ｈ１８）年４月１日
改正法施行

６２歳義務↗

６３歳義務→

６４歳義務→

６５歳義務→

改正法対象外←　→改正法対象

　　　　　　　・・・雇用確保措置対象

　　　　　　　・・・年金支給対象

　　　　　　　・・・高年齢者雇用確保措置義務化年齢

　　　　　　　・・・年金（定額部分）支給開始年齢

【注意】
　1947(S22).4.1生の
　　年金支給開始は６３歳

【注意】
　1949(S24).4.1生の
　　年金支給開始は６４歳

　この表は60歳の誕生日をもって定年退職とする制度の場合

６１歳 ６１歳 ６１歳 ６１歳

６２歳 ６２歳 ６２歳

６３歳 ６３歳

６４歳

年金支給開始年齢と義務化年齢引上げの関係
２．高年齢者雇用安定法の改正
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改正法の趣旨
「意欲と能力のある高年齢者の安定した雇用機会を確保すること」

→ 高年齢者雇用確保措置は原則として就労意欲の
ある全ての高年齢者を対象とするもの

労使による柔軟な取組を可能とする必要性

継続雇用制度を導入する場合のみ、
対象者を限定する基準の設定が可能

（定年の引上げ、廃止については基準設定は不可）

基準の設定については、

① 労働者の過半数が加入する労働組合
② ①がない場合は、労働者の過半数を代表する者

↑改正高年齢者雇用安定法第９条第２項

との間で、当該基準について書面による協定の締結が必要！

２．高年齢者雇用安定法の改正

継続雇用制度の対象者に係る基準①
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継続雇用制度の対象者に係る基準②

➢ 具体性－労働者の意欲や能力をできるだけ具体的に測るものであること

基準に求められるもの基準に求められるもの

➢ 客観性－必要とされる能力等が客観的に示されており、基準に該当するか否か
を予見することができるものであること

労働者自ら基準に該当するか否かを一定程度予見することができ、到達していない労働者
に対して能力開発等を促すことができるような具体性を有しているものであること

企業や上司等の主観的な選択ではなく、基準に該当するか否かを労働者が客観的に予見
可能で、該当の有無について紛争を招くことのないよう配慮されたものであること

一般的事例
➢ 社内検定レベル○レベル
➢ 過去△年間の勤務評定が○以上の者（勤務評定が開示されている場合）
➢ 過去○年間の出勤率が△△％以上の者
➢ 産業医が勤務に支障のない健康状態であると診断した者
➢ 引き続き勤務することを希望する者

等

注） 基準はあくまでも労使間で自主的に定められるものであり、
これらの例が厚生労働省による指針となるものではありません。

２．高年齢者雇用安定法の改正
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継続雇用制度の対象者に係る基準③

適切ではない基準（指導の対象となるもの）適切ではない基準（指導の対象となるもの）

基準の策定については、各企業に最も適切な基準となるべき
であり、その内容については労使の協議に委ねられるべきもの

たとえ、労使間で合意し、協定が取り交わされたとしても、
➢ 事業主が恣意的に継続雇用を排除するなど、労働者の基準といえないもの

➢ 公序良俗や他の労働関連法規に反するもの
については認められず、指導の対象となる。
＜適切ではない基準の具体例＞
・ 会社が特に必要と認めたもの ・ 上司の推薦のあるもの ・ 所属長の決裁を経たもの
・ 男性に限る ・ 組合活動に従事していないもの

但し・・・

職種や役職による基準などについても、労使で合意している限り一般に可
能であると考えられるが、法の趣旨にかんがみ、職種や役職により一律的
に判断せず、一人でも多くの高年齢者の雇用機会を確保することが重要！

２．高年齢者雇用安定法の改正
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継続雇用制度の対象者に係る基準④

経過措置経過措置

労使間で基準の策定に向け、話し合いを続けたにもかかわらず、
２００６年４月の施行までに協議が調わなかった場合

当面、大企業は３年間、中小企業（※）は５年間

基準を就業規則に定めることが可能基準を就業規則に定めることが可能
※ 中小企業：常時雇用する労働者数が３００人以下

経過措置期間については、社会経済情勢の変化や中小企業の
状況により検討

就業規則に基準を定めることができるのはあくまでも経過措置であり、経過
措置期間終了までの間には労使協定の締結が必要となります。
したがって、２００６年４月までに協議が調わず、就業規則に基準を定めた
場合についても、２００６年４月以降、絶えず労使間で協定の締結に向けた
真摯な交渉を行うよう努めてください。

２．高年齢者雇用安定法の改正
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その他留意事項

子会社における高年齢者雇用確保措置について子会社における高年齢者雇用確保措置について

法律上の義務
→定年までの間、雇用していた事業主が直接高年齢者雇用確保措置を実施

但
し

子会社も含め一企業と同視できる場合については、子会社に転籍した上での
継続雇用制度が行われる場合であっても、高年齢者の雇用の安定が図られて
いると考えられるため、例外的に親会社が義務を果たしたこととみなす

要件

① 緊密性（子会社との間に密接な関係があること）
・親会社が子会社の意思決定機関を支配するなど、明確な支配力を有すること
（一般には連結子会社）
・親子会社間で採用や配転等、一体とした人事管理を行っている、または、今後行う
見込みがあること

② 明確性（子会社において継続雇用を行うことが担保されていること）

・親会社／子会社それぞれで、親会社を定年となった者を子会社にて継続雇用する旨
を規定する労働協約（又はこれに類するもの）が締結されている、又は、そのような労
働慣行が成立していること

２．高年齢者雇用安定法の改正
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求職活動支援書①

求職活動支援書の作成・交付の義務化求職活動支援書の作成・交付の義務化

事業主
離職予定
高年齢者等

○ 在職中からの再就職支援

キャリア
の棚卸し

○ 事業主の持つ高年齢者等の
職務経歴等の活用

求職活動支援書の作成・交付を義務化（2004年12月から）

離職する高年齢者等の再就職促進に効果的であることから・・・

➢求職活動支援書とは？
在職中のなるべく早い時期から高年齢者等が主体的に求職活動が行えるよう、自主的に職務経歴
書を作成するために参考となる情報を記載した書面

○ 離職予定者の氏名、年令及び性別、離職予定日
○ 離職予定者の職務経歴（従事した主な業務の内容、実務経験、業績及び達成事項含む）
○ 離職予定者が有する資格、免許及び受講した講習
○ 離職予定者が有する技能、知識その他の職業能力に関する事項
○ 職務の経歴等を明らかにする書面を作成するに当たって参考となる事項その他の再就職に関する事項
○ 事業主が講ずる再就職援助措置

具体的に記載すべき事項

２．高年齢者雇用安定法の改正
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求職活動支援書②

どのような場合に義務が発生するのか？どのような場合に義務が発生するのか？

解雇等解雇等により離職することとなっている高年齢者等が希望するとき

・事業主都合による退職
例）人員整理による解雇、事業の休廃止による解雇、事業主の勧奨による任意退職 等

・厚生労働省令で定める理由
継続雇用制度の対象者に係る基準に該当しなかったことによる退職

（高年齢者雇用安定法施行規則 第６条第２項）

再就職援助措置は？再就職援助措置は？

具体的には、

・ 教育訓練の受講、資格試験の受験等求職活動のための休暇の付与
・ 求人の開拓、求人情報の収集・提供、関連企業等への再就職のあっせん
・ 再就職に資する教育訓練、カウンセリング等の実施、受講等のあっせん

などの措置を講じ、離職する高年齢者等の再就職の促進を図ること（努力義務）。

再就職援助措置は、求職活動支援書の義務化と同様に、解雇等により離職者が発生する
場合について、講じるよう努めるものとされていますが、６５歳までの雇用が確保されるまで
（２０１３年３月３１日）は、定年又は継続雇用制度の期間満了により離職する場合についても、
同様の措置を実施するよう努めてください。
（法律・厚生労働省令により、経過措置がとられています）

２．高年齢者雇用安定法の改正
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募集・採用時の年齢制限の是正

【従来】
募集・採用に係る年齢制限
禁止の努力義務
（雇用対策法）

法改正

【2004年12月～】
65歳未満の年齢制限を行う場合に
理由の提示を義務化
（改正高年齢者雇用安定法）

求人の際の年齢制限により、高年齢者の就労機会が制限されていることから、

企業における具体的対応

① 「機会の平等」の観点から、事業主には労働者の募集・採用を行う際、年齢制
限が真に必要か否かを改めて検討

② やむを得ず、65歳未満の上限年齢の設定が必要である場合については、
書面により上限年齢を設ける理由を提示
※ 書面による提示が義務とされていることから、電話回答では法違反

どうしても年齢制限を行わざるを得ない場合には、年齢制限を行う理由を提示の上、年齢
制限を行うこととなりますが、不合理な理由や偏見による年齢制限は認められません。
具体的には、「年齢指針」によりやむを得ない理由として認められている理由に該当する
ことが必要となります。
※ 年齢指針：平成１３年９月２日 厚生労働省告示第２９５号 「 労働者の募集及び採用について年齢にかかわりなく

均等な機会を与えることについて事業主が適切に対処するための指針」

２．高年齢者雇用安定法の改正
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シルバー人材センター事業の概要

【現状】

団体数 ：１，８２０団体

会員数 ： ７７万人

契約件数 ： ３０８万件

金額 ：３，０６８億円

就業実人員 ： ６０．６万人

就業延人員 ：６，７２８万人日
※ 団体数・会員数は平成１７年３月末日現在

契約金額・就業延人員は平成１６年度（速報値）

契約件数・就業実人員は平成１５年度

団体数・会員数・契約金額等は

増加傾向を持続
（平成１７年度予算（一般会計）：１４１億円）

○ 目的
定年退職後等に、臨時的かつ短期的又は軽易な就業を希望する高年齢者に
対して、地域の日常生活に密着した仕事を提供し、もって高年齢者の就
業機会の増大を図り、活力ある地域社会づくりに寄与する。

○ 仕組み
（１） 会員

概ね６０歳以上の健康で就業意欲のある高年齢者
（２） 事業内容

シルバー人材センターは、家庭、事業所、官公庁から、地域社会に密着
した臨時的かつ短期的な仕事等を有償で請け負い、これを希望する会員
に提供する。
会員は実績に応じて一定の報酬（配分金）を受ける。
【シルバー人材センターで取り扱う仕事の例】
清掃、除草、公園管理、自転車置き場管理、宛て名書き、植木の剪定、
障子・襖張り、観光案内、福祉・家事援助サービス等

（３） 事業の拡充
運営の自立化を推進しつつ、少子高齢化の急速な進展に対応する高齢者
活用子育て支援事業、高齢者生活援助サービス事業を実施し、高齢者の
ニーズに的確に対応した就業機会を安定的に提供する体制を構築する。

シルバー人材センター事業の内容

２．高年齢者雇用安定法の改正
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シルバー人材センター事業の特例

一般労働者派遣事業

事業の開始にあたっては、労働者派遣法により、厚生労働大臣の許可が必要

労働者の保護に欠ける業者を排除する必要があることから、行政に
よる審査・判断の上、事業開始を許可

シルバー人材センターの場合

今回の法改正により、
短期的かつ臨時的、または軽易な業務に係る一般派遣事業については、
厚生労働大臣への届出により事業を実施できる特例を創設

シルバー人材センターは、厚生労働大臣の指定により事業を行う法
人であり、労働者保護に欠ける可能性が低く、行政の判断を経る
必要性が低い

シルバー人材センターの業務範囲の拡大により、
高年齢者の多様な就業機会を確保

２．高年齢者雇用安定法の改正
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３．その他
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改正高年齢者雇用安定法のお問合せは？

○ 改正高年齢者雇用安定法の内容、法解釈等についてのお問
合せについては？

→ お近くの都道府県労働局及びハローワークにて
お受けしております。

○ 企業における人事・賃金制度を含む条件整備についての具
体的なご相談、就業規則等を含む技術的なご相談は？

→ 各都道府県高年齢者雇用開発協会に
配置されている、高年齢者雇用アドバイザー
が具体的かつ実践的な相談・助言を行って
います。

３．その他
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厚生労働省ホームページについて

○ 厚生労働省のホームページでは、改正高年齢者
雇用安定法の条文や関係通達のみならず、リー
フレットのダウンロードや改正法のＱ＆Ａなど、改
正法の円滑な施行に向け、各種資料の掲載や法
解釈のご案内をしております。
是非、ご覧ください。

☆厚生労働省ＨＰ

URL：http://www.mhlw.go.jp

※改正高年齢者雇用安定法についての
ページには、

トップページ
→行政分野ごとの情報ー雇用
→分野別施策照会－高齢者雇用対策
→高年齢者雇用安定法の改正のお知らせ

にてお進みください。

３．その他
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END
～御静聴ありがとうございました～


